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○総合評価一般競争入札（特別簡易型・特別簡易育成型・簡易型）落札者決定基準 

平成２１年３月３１日 

市水道局訓令第１７号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は，岡山市水道局建設工事総合評価一般競争入札に関する要綱（平成２

１年市水道局訓令第１６号。以下「総合評価一般競争入札要綱」という。）第６条第２

項第１号の規定に基づき，特別簡易型，特別簡易育成型（以下「育成型」という。）又

は簡易型の方法により総合評価一般競争入札を実施する際の落札者決定基準を定めるも

のとする。 

（用語の定義） 

第２条 この訓令において使用する用語の意義は，総合評価一般競争入札要綱において使

用する用語の例による。 

（評価基準等） 

第３条 技術評価における評価項目，評価基準及び配点（以下「評価基準等」という。）

は，別表を参考として，対象工事ごとに総合評価一般競争入札要綱第５条に規定する技

術評価委員会の審議を経て岡山市水道局競争入札参加資格等審査委員会規程（平成１６

年市水道局管理規程第１４号）第２条に規定する岡山市水道局競争入札参加資格等審査

委員会において定めるものとする。 

（評価の方法） 

第４条 総合評価一般競争入札要綱第６条及び第１２条に規定する総合評価点は，入札参

加者について，次の計算式により算定するものとする。この場合において，計算式によ

り算出した総合評価点は，小数点第４位までとし，第５位以下を切り捨てるものとする。 

総合評価点＝（技術評価点／入札価格）×１００，０００，０００ 

（技術評価点の算定方法） 

第５条 総合評価一般競争入札要綱第１０条に規定する技術評価点は，次の計算式により

算定するものとする。 

技術評価点＝標準点＋加算点 

２ 前項に規定する標準点は，特別簡易型又は育成型においては総合評価一般競争入札要
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綱第９条に規定する自己採点表を提出した入札参加者，簡易型においては同条に規定す

る技術資料等を提出した入札参加者（総合評価一般競争入札要綱第１１条の規定により

無効となった者を除く。以下同じ。）に与えるものとし，１００点とする。ただし，岡

山市水道局建設工事低入札価格調査実施要綱（平成１７年市水道局訓令第３０号）第５

条に規定する低入札価格調査を行う基準となる価格未満の価格で入札書を提出した者に

ついては，７５点とする。 

３ 第１項に規定する加算点は，入札参加者から提出された技術資料等について，第３条

の規定により定められた評価基準等により算定するものとする。 

４ 前項の加算点の算定において，特別簡易型及び育成型については，確認対象者決定前

の加算点は自己採点表における自己採点とし，確認対象者決定後の加算点は自己採点表

における評価結果とする。 

５ 前項の加算点を算定するにあたり，自己採点と技術評価委員会において算定した点（以

下「局の採点」という。）に相違がある場合，当該評価項目の評価結果については次の

とおりとする。 

(1) 自己採点が局の採点を超える場合 

局の採点 

(2) 自己採点が局の採点に満たない場合 

自己採点 

附 則 

この訓令は，平成２１年４月１日から施行するものとし，同日以後に公告する工事から

適用する。 

附 則（平成２２年市水道局訓令第２０号） 

この訓令は，平成２２年４月１日から施行するものとし，同日以後に公告する工事から

適用する。 

附 則（平成２４年市水道局訓令第１８号） 

１ この訓令は，平成２４年４月１日から施行し，同日以後に公告し，又は指名通知する

工事から適用する。 

２ 改正後の別表企業の施工実績の部過去２年間の岡山市水道局における工事成績評定点
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の平均点の款の規定の適用については，平成２３年４月１日以後に完成した工事のみを

対象とする。 

附 則（平成２７年市水道局訓令第１２号） 

この訓令は，平成２７年４月１日から施行し，同日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（令和２年市水道局訓令第２８号） 

この訓令は，令和２年１０月１日から施行し，同日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（令和４年市水道局訓令第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は，公布の日から施行する。 

附 則（令和５年市水道局訓令第１２号） 

この訓令は，公布の日から施行し，同日以後に公告する工事から適用する。 

附 則（令和６年市水道局訓令第１２号） 

この訓令は，公布の日から施行する。
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別表（第３条関係） 

総合評価一般競争入札（特別簡易型・特別簡易育成型・簡易型）技術評価基準表 

評価項目 評価基準 配点 

特別簡易

型 

特別簡

易育成

型 

簡易型 

施

工

計

画 

施工計画の実施手

順の妥当性 

工事の手順が適切であり工夫が見ら

れる 

  ２．５ 

工事の手順は適切であり部分的に工

夫が見られる 

１．０ 

工事の手順は適切であるが工夫が見

られない 

０．０ 

工事の手順が不適切 無効 

工期設定の適切性 各工程の工期が適切であり工期短縮

が見られる 

２．５ 

各工程の工期が適切であり部分的に

工期短縮が見られる 

１．０ 

各工程の工期は適切であるが工期短

縮が見られない 

０．０ 

各工程の工期が不適切 無効 

施工上の課題への

対応の的確性 

課題への対応が現地の環境条件（地

形，地質，環境，地域特性等）を踏

まえて的確に図られ工夫が見られる 

２．５ 

的確であり部分的に工夫が見られる １．０ 

的確であるが工夫が見られない ０．０ 

不的確 無効 

品質の確認方法， 品質の確認方法，管理方法が現場の ２．５ 
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管理方法の適切性 環境条件（地形，地質，環境，地域

特性等）を踏まえて適切であり工夫

が見られる 

適切であり部分的に工夫が見られる １．０ 

適切であるが工夫が見られない ０．０ 

不適切 無効 

小計   １０．０ 

企

業

の

施

工

実

績 

同種工事施工実績

の規模 

対象工事ごとに定める ２．０  ２．０ 

対象工事ごとに定める １．０ １．０ 

対象工事ごとに定める ０．５ ０．５ 

対象工事ごとに定める 無効又は

０ 

無効又は

０ 

過去３年間の岡山

市水道局発注工事

における工事成績

評定点の平均点 

７７点以上 ３．０ ３．０ ３．０ 

７３点以上７７点未満 ２．０ ２．０ ２．０ 

６９点以上７３点未満 １．０ １．０ １．０ 

６５点以上６９点未満又は受注実績

無し 

０ ０ ０ 

６５点未満 －１．０ －１．０－１．０ 

小計 ５．０ ３．０ ５．０ 

配

置

予

定

技

術

者

の

同種工事施工経験

の規模 

対象工事ごとに定める ２．０  ２．０ 

対象工事ごとに定める １．０ １．０ 

対象工事ごとに定める ０．５ ０．５ 

対象工事ごとに定める 無効又は

０ 

無効又は

０ 

過去３年間の岡山

市水道局発注工事

における工事成績

７７点以上 １．０ １．０ １．０ 

６９点以上７７点未満 ０．５ ０．５ ０．５ 

６９点未満又は従事実績無し ０ ０ ０ 
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能

力 

評定点の最高点 

過去１年間の継続

教育（CPD(S)）の

学習実績の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

満４０歳未満の技

術者の配置の有無 

有 １．０ ２．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

小計 ５．０ ４．０ ５．０ 

企

業

の

体

制

等 

過去３年間の岡山

市水道局における

優良工事施工業者

表彰の回数又は経

過措置による評価

対象者 

（ただし，直近の

表彰後に優遇措置

の終了事項に該当

した場合は評価し

ない。） 

２回以上又は経過措置による評価対

象者 

１．０ １．０ １．０ 

１回 ０．５ ０．５ ０．５ 

０回 ０ ０ ０ 

ISO９０００シリ

ーズ認証取得の有

無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

ISO１４０００シ

リーズ認証取得の

有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

建設業労働災害防

止協会加入の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 
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岡山市と災害時に

おける防災協力に

関する協定書を締

結している団体へ

の加入の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

岡山市女性が輝く

男女共同参画推進

事業所認証取得の

有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

経営事項審査にお

ける「若年技術職

員の継続的な育成

及び確保」又は「新

規若年技術職員の

育成及び確保」へ

の該当の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

建設キャリアアッ

プシステムへの登

録の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

ICT活用工事の実

績の有無又は本工

事においてICT活

用工事を実施する

旨の誓約の有無 

有 １．０ １．０ １．０ 

無 ０ ０ ０ 

岡山市水道局発注

の総合評価方式に

よる工事におい

０件 ２．０ ２．０ ２．０ 

１件 １．０ １．０ １．０ 

２件以上 ０ ０ ０ 
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て，完成・引渡し

が完了していない

工事の件数 

小計 １１．０ １１．０１１．０ 

地

域

性 

市内外業者区分 

（土木一式工事） 

工事場所の区に主たる営業所を有す

る市内業者 

３．０ ３．０ ３．０ 

工事場所の区以外に主たる営業所を

有する市内業者 

２．０ １．５ ２．０ 

従業員数５０人以上の準市内業者 １．５ ０ １．５ 

従業員数１０人以上の準市内業者 １．０ １．０ 

準市内業者 ０．５ ０．５ 

上記以外の業者 ０ ０ 

市内外業者区分 

（土木一式工事以

外の工事） 

市内業者 ３．０ ３．０ ３．０ 

従業員数５０人以上の準市内業者 ２．０ ０ ２．０ 

従業員数１０人以上の準市内業者 １．０ １．０ 

準市内業者 ０．５ ０．５ 

上記以外の業者 ０ ０ 

小計 ３．０ ３．０ ３．０ 

合計 ２４．０ ２１．０３４．０ 

注１） 岡山市水道局工事成績評定活用基準第８条第１号の規定に基づく優遇措置によ

り総合評価一般競争入札に参加する者については，評価項目「過去３年間の岡山市水

道局における優良工事施工業者表彰の回数又は経過措置による評価対象者」は適用し

ない。 

注２） 評価項目「ICT活用工事の実績の有無又は本工事においてICT活用工事を実施す

る旨の誓約の有無」は，ICT活用対象工事のみ配点する。 

注３） 評価項目「岡山市水道局発注の総合評価方式による工事において，完成・引渡

しが完了していない工事の件数」について，共同企業体を結成して入札に参加させる
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場合は配点しない。 

注４） 評価項目「市内外業者区分」の「評価基準」欄の区分は，岡山市水道局建設工

事競争入札参加資格要件の設定に関する要綱（平成２１年市水道局訓令第２０号）第

２条に定めるところによる。 

注５） 共同企業体を結成して入札に参加する場合における技術評価点は，評価項目中

「企業の施工実績」及び「配置予定技術者の能力」については第１構成員を対象に，

「企業の体制等」及び「地域性」については各構成員の評価点を出資比率に応じて按

分することにより，それぞれ算定するものとする。 

注６） 評価項目「過去３年間の岡山市における優良工事施工業者表彰の回数又は経過

措置による評価対象者」の「評価基準」の経過措置とは，令和元年度から令和５年度

までの表彰者に対して行うものとし，それぞれ，次の経過措置による評価対象者は１

点とする。ただし，直近の表彰後に優遇措置の終了事項に該当した場合は評価の対象

とせず，経過措置も終了とする。 

【経過措置による評価対象者】 

 ・令和5年度表彰者  令和10年度末まで 

 ・令和4年度表彰者  令和9年度末まで 

 ・令和3年度表彰者  令和8年度末まで 

 ・令和2年度表彰者  令和7年度末まで 

 ・令和元年度表彰者 令和6年度末まで 

 


